
教育文化会館大師分館デジタル印刷機賃貸借仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、教育文化会館大師分館で使用する印刷機（以下「装置」という。）の賃貸借について、

必要な事項を定めるものである。 

   

２ 契約期間 

  契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

３ 賃貸借の内容 

  設置場所  教育文化会館大師分館 

装置の内容 リソグラフ ＳＤ５６３０ 

  装置の台数 １台 

         

４ 装置の保守等 

（１）賃貸借期間中において、装置が常に完全な機能を保つように保守作業を万全に行うこと。また、
保守作業にあたっては、発注者との円滑な協力体制を実現すること。 

 （２）借入機器のうち、賃貸借期間中に交換が必要な消耗品がある場合は、その交換について発注者の

了承を得た上で実施すること。 
 （３）（１）から（２）の保守作業にて発生する費用はすべて賃借料に含むこと。 
（４）保守対応時間は、勤務時間９：００～１７：００迄とするが、詳細については、発注者と協議の

上、決定すること。 
   

５ 疑義の決定 

  本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８ 

号）による他、発注者と受注者との協議のうえ定めるものとする。 

 


